
一般社団法人の概要

意　　　　　見　　　　　等

認定後、地域医療連携推進法人は、保健医療協議会等の求めに応じ、活動状況を報告すること

◎　認定基準の適合の可否　（詳細別紙） 適

◎　保健医療協議会での審議状況等

保　健　医　療　協　議　会　名　称 開　催　日 審　議　結　果

大阪府大阪市保健医療協議会 令和6年2月15日 同　意

監事 奥村　隆司 一般社団法人大阪市港区医師会　議長

宮﨑　義雄 医療法人尚信会　医師

評
議
会
の
状
況

出雲谷剛 一般社団法人大阪市港区医師会副会長 診療に関する学識経験者の団体

高瀬卓志 一般社団法人大阪市港区医師会理事 診療に関する学識経験者の団体

平尾清司 一般社団法人大阪市港区歯科医師会会長 診療に関する学識経験者の団体

氏　　　　名 所属・役職名 備　　　考

医療法人邦明会　理事長

理事

社
員
の
状
況

病院等を開設する参加法人
医療法人尚信会 医療法人尚信会　整形外科河村医院

医療法人邦明会 医療法人邦明会樫原クリニック

介護施設等を開設する参加法
人

その他の社員

医療連携推進区域 　大阪市二次医療圏（西部基本保健医療圏）（大阪市港区、大正区）

法人名等 医療機関名等

医療連携推進方針 　　資料４－３のとおり

氏名 所属・役職名

役
員
の
状
況

代表理事 河村　禎人 医療法人尚信会　理事長

理事 樫原　秀一

資料４－４

名　称 一般社団法人アゼリアひまわりネット

所在地 大阪市港区三先一丁目１０番３０号



（別紙1）

（法人名）

医療連携推進認定基準に適合の可否について

１ →

２ →

（経理的基礎）

・　財政基盤の明確化について

・　経理処理、財産管理の適正性について

（技術的能力）

・　業務実施のための技術、専門的人材や設備等の能力の確保について

３ →

（経理等に関する明細表）

① 社員等の施設の利用明細 →

② 社員等に対する貸付金の明細 →

③ 社員等に対する譲渡資産の明細 →

④

⑤ 社員等からの借用物件の明細

⑥ 社員等からの借入金の明細 →

⑦ 社員等からの譲受資産の明細 →

⑧ その他財産の運用及び事業の運営 →

該当なし

該当なし

該当なし

借用年月日 借用期間 賃借料 特殊の関係 備　考

無期限 無償 参加法人

貸主の氏名又は名称 物件名 地目、構造、規格等 面積数量 用　途

医療法人尚信会 事務室 RC造 約10㎡ 事務室

高田　大輔 事務 - 非常勤 職員 無

奥村　隆司 理事職務の監査 - 非常勤 監事 無

宮﨑　義雄 医療連携推進業務 - 非常勤 理事 無

樫原　秀一 医療連携推進業務 - 非常勤 理事 無

給与の支給の
有無

河村　禎人 法人代表 - 非常勤 代表理事 無

当該一般社団法人の業務に従事している従業員等の明細

氏　　　名 職務内容 就任年月日
常勤又は
非常勤の別

当該一般社団
法人との関係

その他財産の運用及び事業の運営 事務室（使用貸借） 無

該当なし

該当なし

該当なし

資産の譲渡 無

給与の支給 無

施設の利用 無

金銭の貸付け 無

業務上、支出は通信費、印刷代、会場費など事務的経費が主体となり、多額にならない見込みのため、参加法
人の会費で充当予定。

　地域医療連携推進法人会計基準に従い、適切な経理処理を行う旨を示している。

人材、医療機器等ともに専門的な治療・診断に資している。

社員等に対し特別の利益を与えないこと 適

区　　分 社員等に対する利益供与の内容 特別の利益の有無

一般社団法人アゼリアひまわりネット

医療連携推進業務を主たる目的としていること（事業比率５０％超） 適

事業比率の見込み 76.00%

医療連携推進業務を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有していること 適



４ →

①

②

③

５ →

６

③ 暴力団員等がその事業活動を支配するもの 無

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなく
なった日から５年を経過しない者

無

ニ
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員
又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）

無

②
医療法第70条の２１第１項又は第２項の規定により医療連携推進認定を取り消さ
れ、その取消しの日から５年を経過しないもの

無

①　理事及び監事のうち、次のいずれかに該当する者の有無

イ
地域医療連携推進法人が医療連携推進認定を取り消された場合において、その取消
しの原因となった事実があった日以前１年内に当該地域医療連携推進法人の業務を
行う理事であった者でその取消しの日から５年を経過しないもの

無

ロ
医療法その他保健医療又は社会福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日
から起算して５年を経過しない者

無

ハ

医療法第７０条の４第１号イからニまでのいずれにも該当しないことを証する書類
→ 適

医療法第７０条の４第２号及び第３号のいずれにも該当しないことを証する書類

区　　　　　　　分 事実の有無

理　　事 ３人
1人 25.00%

監　　事 １人

各役員の親族等の割合が役員総数の３分の１を超えないこと 適

総　数　　　①
最も人数の多い親族等の
グループの人数　　　②

親族等の割合

②　／　①

総議決権数　（①～③の合計）　・・・　A 2

参加法人の議決権の構成割合　（第８号） 　　①　＞　②

参加法人の議決権の構成割合　（第１１号） 　　[（①＋②）／　A　]　＞　０．５

病院等を開設する参加法人 2

社員１名につき１個の議決権介護施設等を開設する参加法人 0

その他の社員 0

参加法人の構成等 適

区　　分 議決権数 社員総会における議決権の状況


